
つがる市発注の建設工事における配置技術者等について 
 

 

つがる市では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任
技術者又は監理技術者、工事現場の運営及び取締りをつかさどる者として、現場代理人の設置を
求めていますが、このたび建設業法施行令の一部が改正されたことから、下記のとおり取り扱うことと
しましたのでお知らせします。 
 
 

記 
 
 

【改正内容】 
 

① 監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の引上げ 

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について4,000 万円から

4,500 万円（建築一式工事にあっては6,000 万円から7,000万 円）に引き上げます。 

 

②工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが 

必要となる建設工事の請負代金の額の引上げ 

工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要と

なる建設工事の請負代金の額について3,500 万円から4,000 万円（建築一式工事にあっては

7,000 万円から8,000 万円）に引き上げます。 

 

② 現場代理人が兼務できる請負代金の額の引上げ 

工事現場ごとに配置が求められる現場代理人が兼務できる請負代金の額の上限を3,500 万か

ら4,000 万円（建築一式工事にあっては7,000 万円から8,000 万円）に引き上げます。 

 
 
 
 
 
 
施行日：令和５年１月１日 

（１月１日以後の指名通知又は入札公告の案件に適用） 
  



つがる市発注の建設工事における技術者等について 
つがる市財政部管財課 

平成２８年６月 

令和４年１２月 

令和５年１月 

 

１ 技術者等の定義 

（１）営業所の専任技術者 

営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている者。（建設業法

第７条第２号及び第１５条第２号） 

（２）主任技術者 

請け負った建設工事を施工する場合に工事現場における建設工事の施工の技術 

上の管理をつかさどる者。（建設業法第２６条第１項） 

（３）監理技術者 

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負

代金の合計が４，５００万円（建築一式工事の場合は、７，０００万円）以上とな

る場合に工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者。（建設

業法第２６条第２項） 

（４）現場代理人 

工事現場に常駐し、建設工事の運営及び取締りを行う権限を有する者。（契約約

款第１０条第２項） 

 

２ 技術者等の雇用関係 

（１）営業所の専任技術者 

雇用契約等により所属建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しな

い日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務している必要があります。 

（２）主任技術者、監理技術者及び現場代理人 

所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。恒常的な雇

用関係とは、一般競争入札にあっては入札参加資格申請を行う日、指名競争入札に

あっては入札執行の日、随意契約にあっては見積書の提出があった日以前に３ヶ月

以上の雇用関係にあることが必要です。 

（注１）合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があ

った場合は変更前の建設業者と３ヶ月以上の雇用関係にある者については、

変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみな

します。 

（注２）在籍出向者や派遣社員は直接的な雇用関係にあるとは認められません。 

（注３）工事期間のみの短期雇用は恒常的な雇用関係にあるとは認められません。 

（注４）大規模災害等対策において円滑な施工を確保するため市長が必要と認めた

場合は、恒常的な雇用関係としての３ヶ月以上の要件を緩和することがあり

ます。 

専任技術者 

 

営業所 工事現場 

主任技術者（監理技術者） 

現場代理人 

役割は違います 



（注５）契約締結後に提出する「現場代理人等通知書」に資格証明書の写し及び直

接的かつ恒常的な雇用関係であることが確認できる書類（技術者の雇用保険

被保険者資格喪失届、住民税の特別徴収税額通知書等）の写しを添付して下

さい。 

３ 技術者の建設工事への設置 

（１）建設業法における技術者制度 
許可の種類 特定建設業 一般建設業 

元請工事における下請

金額の合計（※１） 
４５００万円以上 ４５００万円未満 

４５００万円以上は

契約できない 

工事現場に置くべき技

術者 
監理技術者 主任技術者 

技術者の資格要件 ・１級国家資格者 

・指定建設業の場合は、大

臣特別認定者（※２） 

・指定建設業以外の場合は

、実務経験者 

・１級、２級国家資格者 

・実務経験者 

技術者の現場専任 公共性のある請負金額４０００万円以上の工事（※３） 

（※１）建築一式工事の場合７０００万円 

（※２）指定建設業とは、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７業種 

（※３）建築一式工事の場合８０００万円 

（２）市発注工事における技術者の設置 

市発注工事における技術者の設置については、（１）によるもののほか、より適

正な施工を確保するため、次のとおりとします。 

ア 主任技術者の資格 

土木工事については共通特記仕様書に定める資格を有する主任技術者を、土木工

事以外の工事については共通特記仕様書に準じて発注者が別に定める資格を有す

る主任技術者を設置することとします。 

イ 営業所の専任技術者の工事現場への設置 

市発注工事の主任技術者又は監理技術者については、（１）の表の技術者の現場

専任欄に掲げる金額未満の専任を要しない工事について、工事現場が市内にあり当

該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものに限り、営業所の専任技術者

の設置を認めます。（監理技術者制度運用マニュアル 二―二（５）） 

４ 技術者等の専任期間 

（１）主任技術者又は監理技術者の専任期間 

主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は、原則として契

約工期の期間となります。ただし、次の期間については工事現場への専任は要しま

せん。（建設業法第２６条第３項） 

①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機

材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間） 

②工事を全面的に一時中止している期間 

③工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）

事務手続後片付け等のみが残っている期間 

なお、③に関して、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設

工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があ



りますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一

元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又

は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができるものとします。 

（２）現場代理人の常駐期間 

現場代理人は、工事現場に常駐することになっています。ただし、次のように工

事現場の運営及び取締り等を行う権限の行使に支障がなく、かつ、発注者と常に携

帯電話等による連絡体制が確保されている場合は、工事現場に常駐しなくてもよい

とされることができます。（契約約款第１０条第２項） 

①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機

材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間） 

②工事を全面的に一時中止している期間 

③主任技術者又は監理技術者の専任を要しない程度の工事の規模及び内容であ

るものについて、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難な

ものではないと判断される期間 

◇ 専任の主任技術者又は監理技術者の専任期間 

 
◇ 工場製作のみが行われている期間 

 
◇ 下請工事であっても主任技術者の専任が必要 

早期に工事が完成        

当初の契約工期 

変更後の契約工期 

専任の必要な期間 

契約締結後、現場施工に着手するまでの期

間（現場事務所の設置、資機材等の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの期間） 

工事を全面的

に一時中止し

ている期間 

工事完成後、検査が終了し、事

務手続、後片付け等のみが残っ

ている期間 

一工事として一体管理 

（一人の技術者の管理も可） 

現場ごとに専任 

    

同一工場での工場製作のみ 準備工事 架設工事 

     

     



 
５ 技術者等の兼務 

（１）主任技術者又は監理技術者と現場代理人との兼務 

主任技術者又は監理技術者は当該工事現場の現場代理人を兼ねることができま

す。 

（２）二以上の建設工事の技術者等の兼務 

ア 現場代理人 

次のいずれかの場合で契約担当者等が認めた場合に限り、既に施工中の建設工

事と新たに施工する建設工事又は同時に発注された複数の建設工事の現場代理

人を兼ねることができます。 

ただし、兼務できる建設工事の総数は３件までとします。 

①既に施工中の工事と同一工事現場内で、追加工事を同一の者が施工することが

合理的と判断されたため、随意契約した工事 

②既に施工中の工事の追加工事で、現在施工中の者が落札した工事 

③一つの建設工事を分割発注し、同一の者が落札した工事 

④工事現場が概ね１０キロメートル以内の近接工事 

⑤災害等緊急を要する工事 

⑥請負代金の額が４０００万円（建築一式工事にあっては８０００万円）未満の

工事で、既に施工中の工事と同一の契約担当者等が発注し、契約担当者等が兼

務を認めた工事 

イ 主任技術者 

専任を要する主任技術者は、次の場合で契約担当者等が認めた場合に限り、既

に施工中の建設工事と新たに施工する建設工事又は同時に発注された複数の建

設工事の専任の主任技術者を兼ねることができます。 

①既に施工中の工事と同一工事現場内で、追加工事を同一の者が施工することが

合理的と判断されたため、随意契約した工事 

②既に施工中の工事の追加工事で、現在施工中の者が落札した工事 

③一つの建設工事を分割発注し、同一の者が落札した工事 

④工事現場が概ね１０キロメートル以内の近接工事 

⑤災害等緊急を要する工事 

ウ 監理技術者 

専任を要する監理技術者は、既に施工中の工事と同一工事現場内で、追加工事

を同一の者が施工することが合理的と判断されたため、随意契約した工事がある

場合で契約担当者等が認めた場合に限り、既に施工中の建設工事と新たに施工す

る建設工事の専任の監理技術者を兼ねることができます。 

   

全体工期 

下請工事における専任の必要な期間 

下請工事施工期間 下請工事施工期間 

工事が３次下請負業者まで下請されている場合で、３次下請業者が作業を行っている日について

は、１次及び２次下請業者は自らが直接施工する工事がないときであっても、その主任技術者は

現場に専任していなければなりません。 



◇ 兼務要件など               （※）建築一式工事の場合は８０００万円 
 兼務できる要件 専任を要しない期間 雇用の要件 

現場代理人 

・４０００万円以上：主任技術者と同様 

・４０００万円未満：同一発注者の工事 

・兼務できる工事は３件まで 

・契約後、現場施工に

着手するまでの期間 

・全面的に一時中止し

ている期間 

・工場製作のみが行わ

れている期間 

・検査が終了し、後片

付けのみが残ってい

る期間 

３か月以上の

直接的・恒常

的な雇用関係 

主任技術者 

・同現場の追加工事を同一業者が随契 

・追加工事を施工中の業者が落札 

・分割発注工事を同一業者が落札 

・概ね１０ｋｍ以内の近接工事 

・災害等緊急を要する工事 

監理技術者 ・同現場の追加工事を同一業者が随契 

６ 施工中の技術者の変更 

（１）変更できる要件 

施工中の建設工事の主任技術者又は監理技術者は、次の場合で契約担当者等が認

めた場合に限り変更することができます。 

①技術者のやむを得ない事情（病気、退職、死亡等）により変更が必要なとき。 

②工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で工場製作が完了したとき。 

③建設工事の主体部分が完成し変更しても支障がないとき。 

④発注者の都合により工事中止等が行われ工期が延長されたとき。 

⑤発注者の都合により大幅な工期延長が行われたとき。 

（２）変更後の技術者の要件 

変更後の主任技術者又は監理技術者は、次の要件を満たす必要があります。 

①変更前の技術者と同等以上の資格、資格取得後の経験年数及び施工経験を有す

ること。 

（注）条件付き一般競争入札により契約した建設工事にあっては、当該工事の技

術資料提出時に記載した配置予定技術者の能力と同等以上の能力が必要で

す。 

②技術者の変更に際し、引継ぎに必要な時間を確保するため、一定の期間、新旧

の技術者を重複して設置できること。 

７ 技術者を設置しなかった場合等の措置 

（１）落札決定後、契約締結前の措置 

落札決定後契約締結前までに、落札業者が技術者を設置できないことが明らかと

なった場合（５の規定によらず専任の主任技術者又は監理技術者が他の建設工事の

主任技術者又は監理技術者と重複している場合を含む。）は、当該建設業者の落札

決定を取り消し、次順位者を落札者とします。 

（２）契約締結後の措置 

契約締結後、技術者を設置できないことが明らかとなった場合（５の規定によら

ず専任の主任技術者又は監理技術者が他の建設工事の主任技術者又は監理技術者

と重複している場合を含む。）は、契約を解除します。 

（３）建設業法等に基づく措置 

（１）又は（２）の事実が明らかとなった場合は、市は指名停止の措置及び建設

業法に基づく監督処分を行うことがあります。 

 
（施行日） 

この取扱いは、令和５年１月１日から施行（公告又は指名通知を行うものから適用）します。 


